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函館市観光アドバイザー会議設置要綱 新旧対照表 

 
１ 理由 
  組織見直しによる委員数減（４人減）のため。 
 
２ 改正内容 
（１）団体からの推薦された委員の数を，１３人から９人にする。 

（２）委員の合計人数を，１５人から１１人にする。 

 
現   行 改 正 案 

 
（略） 

（組織） 
第２条 会議は，広く観光に関連する

分野に属する各種団体から推薦され

た者１３人，市の指定する者２人の

計１５人をもって組織する。 
 

（略） 
 
附 則 
この要綱は，平成２０年４月１日か

ら施行する。 
 

 
 

 
（略） 

（組織） 
第２条 会議は，広く観光に関連する

分野に属する各種団体から推薦され

た者９人，市の指定する者２人の計

１１人をもって組織する。 
 

（略） 
 
附 則 
この要綱は，平成２０年４月１日か

ら施行する。 
 
附 則 
この要綱は，平成２１年１１月２２

日から施行する。 
 

                 
 
 
 
 



函館市観光アドバイザー会議設置要綱（改正後 案） 

 

 

（設置） 

第１条 函館市観光基本計画（以下「計画」という。）の推進にあたり，広く関

係機関，学識経験者等の意見を反映させるため，函館市観光アドバイザー会

議（以下「会議」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 会議は，広く観光に関連する分野に属する各種団体から推薦された者

９人，市が指定する者２人の計１１人をもって組織する。 

（任期） 

第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第４条 会議に座長を置く。 

２ 会議は，座長が招集する。 

３ 座長は，会議の進行と調整を行う。 

４ 市長は，必要に応じて会議に専門部会を置くことができる。 

（意見の聴取） 

第５条 会議は，施策展開等の検討に関し，必要があると認めるときは，委員

以外の関係者の出席を求め，その意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は，観光コンベンション部観光振興課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営について必要な事項は，そ

の都度座長が会議に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成１７年９月１４日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成２１年１１月２２日から施行する。 


